
自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

　　（ア）

　　（イ）

  　（ウ）

〔以下省略〕

16歳以上の者が幼児（６歳未満のものをいう。以下この号において同じ。）１人を幼児用座席に
乗車させる場合。

16歳以上の者が幼児２人を幼児２人同乗用自転車（運転者のための乗車装置及び２の幼児用
座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。）の幼児用座席に乗車
させる場合

16歳以上の者が４歳未満の者を背負い、ひも等により確実に固定している場合（（イ）に該当す
る場合を除く。）

（ア）の例

（イ）は，平成２１年７月１日から可能となりました。

平成２１年７月１日施行

（イ）の例 （ウ）の例


